
機能強化加算施設基準について  

 

当院では強化加算に係る届出を⾏っております。  

施設における「かかりつけ医機能」として、次のような 診療を⾏います。  

 

○ 地域の医療機関で処⽅されるお薬を含め、服薬状況等を 踏まえたお薬管理を⾏いま

す。  

○ 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に 関するご相談に応じます。必

要に応じ、専⾨の医療機関を ご紹介します。 

○ 介護保険の利⽤に関するご相談に応じます。  

○ 必要に応じ、訪問診療や往診に対応します。  

○ 体調不良時等、患者さんからの電話等による問い合わせ に対応しています。  

 

患者さん・ご家族へのお願い  

○ 他の医療機関を受診される場合、お急ぎの場合を除き、 担当医にご相談ください。お

急ぎの場合に、他の医療機関を 受診した場合には、次に当院を受診した際にお知らせ下

さい。（他の医療機関で受けた投薬なども、お知らせ下さい。）  

○ 受診時にはお薬⼿帳をご持参下さい。  

○ 処⽅を受けている薬局のお名前をお知らせ下さい。  

○ 健康診断の結果については、担当医にお知らせ下さい。  
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